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居宅介護支援サービス重要事項説明書 

（令和 6 年 8 月 1 日 現在） 

稲城わかばケアプランセンターにおける、居宅介護支援サービスに関わる基本的事項について、ご
説明します。居宅サービス計画のご依頼に際し、以下の事項にご了承頂きます様お願い致します。 

1. サービスを提供する事業所の概要 

事業所名 医療法人社団秀巧会 稲城わかばケアプランセンター 

所在地 東京都稲城市東長沼 3106-3 オークプラザ一階 

電話番号 042-401-5310 FAX 番号 042-370-0533 

介護保険事業所番号 1375100680 管理者氏名 緑川 奏子 

開設年月日 平成 30 年 10 月 1 日 

営業日 月～土曜日（木・日・祝日・12/30～1/3 を除く） 

営業時間 午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分 

サービス提供時間 午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分 

サービス提供実施地域 
東京都稲城市、府中市、調布市、多摩市 

神奈川県川崎市多摩区、麻生区 

2. 事業者概要 

法人名 医療法人社団 秀巧会 

代表者氏名 理事長 関根 秀明 開設年月日 平成 22 年 9 月 1 日 

所在地 東京都稲城市百村 1604-7 

電話番号 042-370-0530 FAX 番号 042-370-0531 

営業種目 診療所、訪問診療、訪問看護、居宅介護支援、認知症共同生活介護 

3. 事業目的と運営方針 

(1) 事業目的 
要介護状態にあるご利用者に対し、適切な指定居宅介護サービスを提供する事を目的と
します。 

(2) 運営方針 
① ご利用者の状況、環境、能力に応じて、可能な限り居宅で自立した

生活を営める様に援助を行います。 
② ご利用者の意思、人格を尊重し、公正中立な立場で保健・医療・福

祉サービスを調整します。 
③ 関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉

サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

4. 当該事業の職員体制 

役職 業務内容 常勤 合計 

管理者（主任介護支援専門員・兼務） 
業務の一元的な管理 

規定遵守のための必要な指揮命令 
1 名 1 名 

介護支援専門員（うち１名管理者と兼務） 居宅サービス計画の作成 
1 名 

以上 

1 名 

以上 

事務員（兼務） 庶務 1 名 1 名 
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5. サービス内容と利用方法 

 

●居宅介護支援の留意点 

1 
居宅サービス計画の新規作成及び変更、要介護認定、要介護状態区分の変更認定が行わ

れる時は、ご利用者の状態把握と行うために、サービス担当者会議を開催致します。 

2 

ご利用者は、居宅サービス計画原案に位置付けた居宅サービス事業者等の選定理由の説明

を担当の介護支援専門員に求めることができます。介護支援専門員は、理解が得られるよう懇

切丁寧に説明いたします。 

3 

担当の介護支援専門員より、居宅サービス計画の原案をご利用者またはご家族に対してご説

明致します。ご利用者またはご家族より文書による同意を頂いた上で、居宅サービス計画を交

付致します。 

4 
ご利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合、

その他必要な場合には、主治医等に意見を求めると共に居宅サービス計画を交付致します。 

契約

• 当事業所の概要と、契約内容、サービス内容等をご説明します

• ご利用者の同意を得て契約します

訪問

• ケアマネジャー（介護支援専門員）が、ご利用者の居宅に訪問します

• ご利用者、ご家族からお話を伺い、状況を確認します

計画

• サービス提供事業者のご説明をし、ご利用者に利用するサービスの希望
を伺います

• 居宅サービス計画書の原案を作成します

• サービス担当者会議を開催します

• 内容に同意を頂きましたら、居宅サービス計画書を交付します

サービス
• 居宅サービス計画書に基づいて、居宅サービスが行われます

再評価

• 毎月、ご利用者の居宅に訪問して、サービスがどの様に行われているか
確認します (※1)

• サービス変更の必要やご希望がある場合は、居宅サービス計画を変更し
ます
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5 

担当の介護支援専門員は、少なくとも 1 ヶ月に 1 度ご利用者の居宅を訪問し（※1）、直接ご利

用者と面接させて頂きます。面接結果は記録に残し、ご利用者の状態の経過を把握致しま

す。 

6 

担当の介護支援専門員は、居宅サービス事業者等からご利用者に関する情報の提供を受け

た時、その他必要と認める時は、ご利用者の服薬状況、口腔機能等について必要と認めるも

のを主治医等に情報提供致します。 

7 

担当の介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介

護を位置付ける場合、その利用の妥当性を検討し、訪問介護が必要な理由を記載すると共

に、当該居宅サービス計画を市区町村に届け出致します。 

8 
ご利用者が病院又は診療所に入院する事となった場合は、担当の介護支援専門員の氏名及

び連絡先を入院先の病院又は診療所に伝えるよう、ご利用者又はご家族に求めます。 

9 

ご利用者は、居宅サービス計画の作成にあたり、複数の居宅サービス事業者等を紹介するよ 

う、担当の介護支援専門員に求めることができます。又、前六月間に当該指定居宅介護支援 

事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用 

具貸与及び地域密着型通所介護がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占め 

る割合、前六月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に 

位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地 

域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合等について別紙 2 を用いて説

明を行い、理解が得られるように努めます。 

※1 厚生労働省の定めた一定の要件を満たした場合は、少なくとも 2 カ月に 1 度ご利用者の居宅

を訪問し面接させて頂きます。 

6. 利用料金 

(1) 利用料 

要介護認定を受けている場合、原則としてご利用者の自己負担はありません。ただし、介

護保険料の滞納等により法定代理受領ができない場合、利用料の全額はご利用者から頂

戴致します。その際、当事業所が「指定居宅介護支援提供証明書」を発行いたします。介

護保険が利用できる状態になってから、指定居宅介護支援提供証明書を保険者に提出す

ると、ご利用者のお支払いになった利用料がお手元に戻ります。 

利用料の金額につきましては、本書 6 ページ目の料金表をご覧下さい。 

(2) 交通費 

前記１で示したサービス実施地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は、ケ

アマネジャー訪問の際に公共交通機関を利用した場合、交通費を実費で頂戴致します。

なお、自動車にて訪問する場合は、片道 100 円/ｋｍ（税別）の交通費を頂戴致します。 

(3) 解約料 

契約の解除をお申し出頂いた場合、一切の解約料金は頂きません。 

7. 秘密保持 

 事業者及び事業者の使用する者は、居宅介護支援サービスを提供する上で知り得た利用

者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏らしません。 

この守秘義務は、契約終了後も継続します。 

 予め文書により利用者の同意を得た場合は利用者の個人情報を、利用者の家族の同意を

得た場合は家族の個人情報を、前項の規定に関わらず、同意書の内容に基づいて利用で

きるものとします。 



 4 / 7 

 

8. 事故発生時の対応 

 利用者に対する居宅支援サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市区町村、

利用者の家族等に連絡を行うと共に、必要な措置を講じます。 

 当該事故の状況及び事故に際して執った処置について記録を行います。 

 利用者に対する居宅介護支援サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、

協議の上、損害賠償を速やかに行います。 

9. 緊急時の対応方法 

サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、

親族等へ連絡を致します。 

主治医 

病院名  

氏名  

連絡先  

ご家族 
氏名 （続柄  ） 

連絡先  

10. 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順・苦情窓口 

 苦情があった場合は、ただちに管理者が相手方に連絡を取り、直接行くなどして詳しい事情を

聞くとともに、担当者からも事情を確認します。 

 管理者が必用があると判断した場合は、担当者と検討会議を行います。 

（検討会議を行わない場合でも、必ず管理者まで処理結果を報告します） 

 検討の結果、必ず翌日までには具体的な対応をします（利用者に謝罪に行くなど）。 

 記録を台帳（パソコンのデータベース）に保管し、再発を防ぐために役立てます。 

当社窓口 

【事業所の窓口】 

稲城わかばケアプランセンター 

管理者：緑川 奏子 

042-401-5310 

【法人の窓口】 

稲城わかばクリニック  事務長：辰野 旭 
042-370-0530 

公的機関の窓口 

【国保連の窓口】 

東京都国民健康保険団体連合会 
03-6238-0177（ダイヤルイン） 

【市区町村の窓口】 

稲城市役所 高齢福祉課 

府中市役所 福祉保健部介護保険課 

多摩市役所 健康福祉部介護保険課 

調布市役所 高齢者支援室 

川崎市多摩区役所 高齢・障害課高齢者支援係 

川崎市麻生区役所 高齢・障害課高齢者支援係 

 

042-378-2111(代表) 

042-364-4111(代表) 

042-375-8111(代表) 

042-481-7111（代表） 

044-935-3113（代表） 

044-965-5100（代表） 
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11. 第三者評価の実施状況 実施の有無 ： 無 

12. 身体拘束の禁止 

(1) サービスの提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以

下「身体的拘束等」という）を行いません。 

(2) 緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由（以下「身体的拘束等の態様等」という）を記録しま

す。 

(3) 身体的拘束等を行う場合には、事前に、当該利用者又はその家族等に、身体的拘束等の

様態等を説明します。ただし、やむを得ない事情により事前に当該説明をすることが困難な

場合は、この限りではありません。 

(4) 前項ただし書の規定により事前に説明を行わなかった場合には、当該身体的拘束等を行っ

た後速やかに、当該利用者又はその家族等に、身体的拘束等の様態等を説明します。 

13. 虐待防止に関する事項 

事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じます。 

(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるも

のとします。）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。 

(2) 虐待防止のための指針の整備を行います。 

(3) 虐待を防止するための定期的な研修を実施します。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。 

2. 事業所は、サービスの提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を

現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市

町村に通報します。 

14. 業務継続計画の策定 

(1) 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の

提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じま

す。 

(2) 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施します。 

(3) 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を

行います。 

15. 衛生管理等 

事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置

を講じます。 

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとします。）をおおむね６月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。 

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練

を定期的に実施します。 
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　　稲城市 3級地
1単位＝ 11.05円

【基本利用料】

介護度 単位 金額

要介護度１・２ 1,086 12,000円

要介護度３・４・５ 1,411 15,591円

【加算】

加算の種類 単位 金額

初回加算 300 3,315円

入院時情報連携加算
（Ⅰ）

250 2,762円

入院時情報連携加算
（Ⅱ）

200 2,210円

退院・退所加算
（Ⅰ）イ

450 4,972円

退院・退所加算
（Ⅰ）ロ

600 6,630円

退院・退所加算
（Ⅱ）イ

600 6,630円

退院・退所加算
（Ⅱ）ロ

750 8,287円

退院・退所加算
（Ⅲ）

900 9,945円

通院時情報連携加算 50 552円

緊急時等居宅
カンファレンス加算

200 2,210円

【減算】　以下の要件に該当する場合、上記の基本利用料から減算されます。

減算の種類

運営基準減算

特定事業所集中減算 200 2,210円

業務継続計画未実施減
算

高齢者虐待防止措置未
実施減算

同一建物に居宅する利
用者へのｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

【交通費】

所定単位数の95％を
算定

指定居宅介護事業所における1月当たりの利用者が、同一建物に20人以上
居宅する建物に居住する利用者等

居宅介護支援の給付管理対象となるサービスについて特定の事業所の割合
が、正当な理由なく80％を超える場合

上記基本利用料の
50％（2月以上継続の場
合100％）

感染症もしくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が策定されておら
ず、必要な措置が講じられていない場合

虐待の発生又はその再発を防止する為の措置が講じられていない場合

所定単位数の1.0％を
減算

所定単位数の1.0％を
減算

利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に、当該病院又
は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供した場合　（１
月につき1回を限度）

病院又は、診療所において、医師や歯科医師の受診に、介護支援専門員が
同席し、情報共有を行うとともに居宅サービス計画に記録した場合（1月に1回
を限度）

減算の要件 減算額

指定居宅介護支援の業務が適切に行われず、一定の要件に該当した場合

サービス実施地域を超えた地点から片道1km毎につき
公共交通機関利用時

100円（税別）
実費

稲城わかばケアプランセンター料金表

加算の要件

医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する必要な情報の提供
をカンファレンス以外の方法により1回受けた上で居宅サービス計画を作成
し、居宅サービスまたは地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場
合（入院又は入所期間中につき1回を限度）

医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する必要な情報の提供
をカンファレンスにより1回受けた上で居宅サービス計画を作成し、居宅サー
ビスまたは地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合（入院又は
入所期間中につき1回を限度）

医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する必要な情報の提供
をカンファレンス以外の方法により2回以上受けた上で居宅サービス計画を作
成し、居宅サービスまたは地域密着型サービスの利用に関する調整を行った
場合（入院又は入所期間中につき1回を限度）

取扱要件

医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する必要な情報の提供
を2回受けており、うち1回以上はカンファレンスにより受けた上で居宅サービ
ス計画を作成し、居宅サービスまたは地域密着型サービスの利用に関する調
整を行った場合（入院又は入所期間中につき1回を限度）

医療機関や介護保険施設等の職員から利用者に関する必要な情報の提供
を3回以上受けており、うち1回以上はカンファレンスにより受けた上で居宅
サービス計画を作成し、居宅サービスまたは地域密着型サービスの利用に関
する調整を行った場合（入院又は入所期間中につき1回を限度）

病院等の求めにより、医師等と共に居宅を訪問してカンファレンスを行い、利
用者に必要な居宅サービス等の利用調整を行った場合（1月に2回を限度）

居宅介護支援費（Ⅰ）
＜取扱件数が45件未満＞

新規あるいは要介護状態区分が2区分以上変更された利用者に対し指定居
宅支援を提供した場合（1月につき）

利用者が病院又は診療所に入院日当日、当該病院又は診療所の職員に対
して当該利用者に係る必要な情報を提供した場合（１月につき1回を限度）
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事業者は、居宅介護支援サービスの提供開始にあたり、利用者に対して本書面に基づいて重要事

項を説明し、交付を行いました。 

令和    年   月   日 

＜事業所＞ 

所在地  東京都稲城市東長沼 3106-3 オークプラザ一階 

名称  医療法人社団 秀巧会 稲城わかばケアプランセンター  印 

説明者氏名        印 

私は本書面と別紙 2 により、事業者から居宅介護支援サービスについて、重要事項の説明を受け、

その内容に同意し、交付を受けました。 

＜利用者＞ 

住所           

氏名         印 

＜家族・代理人＞※代理人を選任した場合のみ 

住所           

氏名         印 

＜立会人＞ 

氏名         印 

※立会人とは、利用者と共に重要事項の内容を確認し、緊急時などに利用者の立場に立って事業

者との連絡調整を行える方となります。なお、立会人は、契約上の法的な義務を負うものではありま

せん。 


